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[要約] 

 2026 年 4 月 10 日、「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

案」（以下、金商法等改正法案）が第 221回国会に提出された。 

 金商法等改正法案では、スタートアップ企業への資金供給の促進に関して、①有価証

券届出書等の提出免除基準の引き上げ、②少額募集制度の対象となる基準の引き上げ、

③特定投資家私募の勧誘対象者の範囲拡大、④株式報酬に係る開示規制の見直し、な

どの整備が行われている。 

 スタートアップ企業に関する改正は、2027 年 4 月 1 日からの施行が予定されている。

スタートアップ企業においては、柔軟な資金調達が可能になることを踏まえ、今後の

成長戦略を検討していくことが求められよう。 
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金商法等改正法案の国会提出 

2026年 4月 10日、次の金融庁関連法律案が第 221回国会に提出された。 

「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」 

（以下、金商法等改正法案） 

本稿では、金商法等改正法案の中でも、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グル

ープ」報告（以下、DWG 報告）を受けた、スタートアップ企業への資金供給の促進に関する事

項の概要について紹介する 1。 

図表 1 DWG 報告の概要 

 

（注）赤枠は筆者追記。 

（出所）金融庁「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ 報告 概要」（2025 年 12 月 26 日）

p.1 

 

スタートアップ企業への資金供給の促進に関する改正案のポイント 

スタートアップ企業への資金供給の促進に関する規定の主なポイントは図表 2 の通りである。

まず、有価証券の募集・売出しに係る有価証券届出書等の提出免除基準について、現行金商法

では発行価額・売出価額 1 億円未満となっているところ、金商法等改正法案ではこれを 5 億円

未満に引き上げている。規模の小さい有価証券の募集・売出しについて、届出等に係る負担を

軽減することを目的としていると捉えられる。 

 
1 DWG 報告について、詳しくは拙稿「ディスクロージャーワーキング・グループ報告の公表」（2026 年 1 月 8

日、大和総研レポート）を参照。 

https://www.fsa.go.jp/common/diet/221/index.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20251226.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20251226.html
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260108_025510.html
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また、これに伴い、開示負担を軽減するための「少額募集制度」の適用範囲も、現行金商法

の 5億円未満から 10億円未満に引き上げられている。引き上げにより、発行価額が 5億円以上

10 億円未満の少額募集については、通常の様式の有価証券届出書（第二号様式）ではなく、よ

り簡易な形に記載内容を限定した有価証券届出書（第二号の五様式）を提出することとなる。 

図表 2 スタートアップ企業への資金供給の促進に関する規定の主なポイント 

（注 1）売出しにおいて上記に該当する場合、私売出しに該当する。 

（注 2）具体的な相手方については内閣府令で定められる。 

（出所）金商法等改正法案、金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説

明資料」（2026 年 4 月）などを基に大和総研金融調査部制度調査課作成 

 

さらに、特定投資家に対する私募等の裾野を拡大するために、勧誘対象の範囲に、特定投資

家に移行することができるがその申し出をしていない個人（以下、潜在的特定投資家）を追加

し、新たに「特定投資家等」と定義している。特定投資家等への私募については簡易な形での

情報提供が可能となる。ただし、広告等の規制や適合性の原則などの不適用（現行金商法 45条）

はあくまでも特定投資家を対象としており、潜在的特定投資家を相手方とする勧誘の場合は広

告等の規制や適合性の原則などが適用される。 

そのほか、上場・非上場を問わず、株券等の発行会社やその子会社の役員や使用人に対する

事項 概要 関連する主な法律 

有価証券届出書等の

提出免除基準の引き

上げ 

○ 有価証券の募集・売出しに係る有価証券

届出書等の提出免除基準について、発行

価額・売出価額 1億円未満→5億円未満に

引き上げ 

金商法 4 条、13 条、23

条の 3、23 条の 8 

など 

少額募集制度に係る

発行価額の引き上げ 

○ 簡易な様式での有価証券届出書の提出を

認める少額募集制度の対象を、発行価

額・売出価額 5 億円未満→10 億円未満に

引き上げ 

金商法 5 条 

特定投資家私募の勧

誘対象者の範囲拡大 

○ 「特定投資家等」の定義を、特定投資家、

法人（特定投資家を除く）、特定投資家

に移行することができる個人、とする 

○ 特定投資家等のみを相手方とし、金融商

品取引業者等が顧客からの委託等により

行うもので、特定投資家等以外に譲渡さ

れるおそれが少ない勧誘は私募であり、

募集には該当しない（注 1） 

○ 特定投資家等私募に当たる取得勧誘につ

いては、有価証券届出書等は不要である

一方、特定証券情報の提供・公表が必要 

金商法 2条、4条、27条

の 31、27条の 32、34条

の 4、40 条の 4 

など 

株式報酬に係る開示

規制の見直し 

○ 自社・子会社の役員・使用人（注 2）に対

して、株券・新株予約権証券を職務執行

の対価または福利厚生の増進を図るため

の手段として取得させることを目的とす

る取得勧誘を、募集・売出しから除外 

金商法 2 条、23 条の 13 
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勧誘行為については募集・売出しに該当しないとされ、株式報酬に関する開示規制が緩和され

る。ただし、その詳細については内閣府令で定められる。 

 

今後の予定 

金商法等改正法案は、今後、衆参両院での審議を経て、第 221 回国会において可決・成立す

ることが予想される。 

成立すれば、原則、公布から起算して 1 年以内の政令指定日からの施行が予定されている。

なお、スタートアップ企業への資金供給の促進に関する規定に関しては、2027 年 4 月 1 日から

の施行が予定されている。スタートアップ企業においては、開示の簡素化等によって柔軟な資

金調達が可能になることを踏まえ、今後の成長戦略を検討していくことが求められよう。 
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